
 2021年2月3日 

お客さま各位 

株式会社 三井住友銀行 

 

カードローン規定改定のお知らせ 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

2021年3月22日（月）に、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社が保証する 

「カードローン規定」を改定します。 

 

記 

 

１．対象の規定 

商品名 対象の規定 

カードローン カードローン規定 

 

２．改定概要 

改定する条項 改定概要 

第４条（契約期限） 契約期限を変更します。 

第１４条（新規借入の停止） 新規借入の停止にかかる年齢を明記します。 

第２３条（住民票等の取得同意） 規定の変更にかかる文言を改定します。 

※改定内容の詳細は、本書末尾に記載の新旧対比表をご参照ください。 

 

３．改定後の規定が適用されるお客さま 

・2021年3月22日（月）以降にご契約いただくお客さま 

 

【お問い合わせ先】 

本件についてご不明な点等がございましたら、三井住友銀行カードローンプラザ（フリー 

ダイヤル0120-923-923）までお問い合わせください。 

＜受付時間＞ 

・2021年3月21日（日）まで 9：00～21：00（毎日） 

・2021年3月22日（月）以降 9：00～18：00（土日・祝日、12月31日から1月3日を除く） 

 

以上 



カードローン規定 

改定前 改定後 

  

カードローン規定 

 

（省略） 

 

第4 条（契約期限） 

（1）本契約の期限（以下「契約期限」といいます。）は、契約成立日からその 5 年後の応当月

応当日（当日が銀行休業日の場合はその翌営業日）とします。 

（2）契約期限の 30 日以上前にいずれの当事者からも書面により契約期限を延長しない旨の申

出がない場合、契約期限は更に 5 ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。 

（3）契約期限の 30 日以上前に当事者の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出が

なされた場合、本契約は契約期限に解約されるものとし、 この場合の取扱は次の通りと

します。 

①借主は、本規定の定めによらず、契約期限までに本債務全額を返済するものとします。 

②借主は契約期限の翌日以降、新たに本契約に基づく借入を受けることはできないものとし

ます。 

③契約期限までに本債務全額の返済が無い場合には、当行は保証会社より代位弁済を受ける

ものとします。 

 

第14 条（新規借入の停止） 

（1）第 12 条第 2 項各号が生じたとき、当行は契約期間中であっても通知・催告等なしに新規

借入を停止することができるものとします。 

（2）前項により新規借入が停止された場合であっても、借主は本債務を第 8 条に定める返済方

法により返済するものとします。 

（3）-新設-  

 

 

カードローン規定 

 

（省略） 

 

第4 条（契約期限） 

（1）本契約の期限（以下「契約期限」といいます。）は、契約成立日からその 1 年後の応当月

応当日（当日が銀行休業日の場合はその翌営業日）とします。 

（2）契約期限の 30 日以上前にいずれの当事者からも書面により契約期限を延長しない旨の申

出がない場合、契約期限は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。 

（3）契約期限の 30 日以上前に当事者の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出が

なされた場合、本契約は契約期限に解約されるものとし、 この場合の取扱は次の通りと

します。 

①借主は、契約期限終了後において本契約に基づく債務が残っている場合は、本規定の定め

に従い残債務を返済するものとします。 

②借主は契約期限の翌日以降、新たに本契約に基づく借入を受けることはできないものとし

ます。 

③ -削除-  

 

第14 条（新規借入の停止） 

（1）第 12 条第 2 項各号が生じたとき、当行は契約期間中であっても通知・催告等なしに新規

借入を停止することができるものとします。 

（2）当行は、借主が満70歳に達したとき、新規借入を停止し、借主は以後、あらたな借入はで

きないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。 

（3）本条第1項および前項により新規借入が停止された場合であっても、借主は本債務を第 8 

条に定める返済方法により返済するものとします。 

 



カードローン規定 

改定前 改定後 

 

第23 条（住民票等の取得同意） 

債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得

することに同意します。 

（2）-新設-  

 

 

以 上 

第23 条（報告・調査等） 

（1）債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得

することに同意します。 

（2）当行は、借主に対して収入状況の変動を確認するために、収入証明書類（源泉徴収票もし

くはその他資力を明らかにする事項を記載した書面等）の提出を求める場合があります。 

 

以 上 

 


